
令和６年１２月１２日招集

市 議 会 １２ 月 定 例 会 議 案

（ 一 般 議 案 ）

新 発 田 市





議 案 番 号 件            名 

議 第 ５５ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

議 第 ５６ 号 新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

議 第 ５７ 号 新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議 第 ５８ 号 財産の取得の追認について 

（新発田市消防団員用雨衣） 

議 第 ５９ 号 財産の取得の追認について 

（除雪車１１ｔ級） 

議 第 ６７ 号 新発田市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について 

議 第 ６８ 号 新発田市建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

議 第 ６９ 号 新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議 第 ７０ 号 新発田市児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について  

議 第 ７１ 号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について  

議 第 ７２ 号 契約の締結について（大峰保育園改築（建築）工事）  

議 第 ７３ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（住吉コミュニティセンター） 

議 第 ７４ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（五十公野コミュニティセンター） 

 

 



議 案 番 号 件            名 

議 第 ７５ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（佐々木コミュニティセンター） 

議 第 ７６ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（御幸町ふれあいコミュニティセンター）  

議 第 ７７ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（猿橋コミュニティセンター） 

議 第 ７８ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（菅谷コミュニティセンター） 

議 第 ７９ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（加治川コミュニティセンター） 

議 第 ８０ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（七葉コミュニティセンター） 

議 第 ８１ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（川東コミュニティセンター） 

議 第 ８２ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（東豊コミュニティ防災センター） 

議 第 ８３ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（寺町たまり駅） 

議 第 ８４ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（米倉農村環境改善センター） 

議 第 ８５ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（松浦農村環境改善センター） 

議 第 ８６ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（新発田市農村婦人の家） 

  



議 案 番 号 件            名 

議 第 ８７ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（有機の里交流センター） 

議 第 ８８ 号 公の施設に係る指定管理者の指定について  

（米倉ふれあい農園） 

 



議第５５号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

次の者を人権擁護委員に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

住  所   新発田市本田 

氏  名   本名 正史 

 

住  所   新発田市下中 

氏  名   長谷川 佳恵 
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議第５６号 

 

 

新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の 

任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 

 

 新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の 

任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 （新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 新発田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和４８年新発田市条例

第７号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の６７．５」を「１００分の７０」に改める。 

  第２４条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．

５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に

改める。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 

職 員

の 区

分 

  

職務 

の級 

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 等

以 外

の 職 

員  

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600 

2 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000 

3 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500 

4 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900 

5 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800 

6 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900 

7 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000 

8 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200 

9 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100 

10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200 

11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300 

12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200 

13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900 

14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700 

15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600 

16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500 

17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300 

18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100 

19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900 

20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600 

21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400 

22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900 

23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300 

24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800 

25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200 

26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500 

27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800 

28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000 

29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000 

30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700 

31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400 

32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100 

33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800 

34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500 

35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100 

36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700 

37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200 

38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800 

39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400 

40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000 

41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500 
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42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000 

43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400 

44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700 

45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 475,000 

46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000  

47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400  

48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100  

49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600  

50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000  

51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400  

52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800  

53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200  

54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600  

55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000  

56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300  

57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600  

58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000  

59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300  

60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600  

61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900  

62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800   

63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100   

64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400   

65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600   

66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900   

67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200   

68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500   

69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700   

70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000   

71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300   

72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500   

73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700   

74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000   

75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300   

76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500   

77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700   

78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000   

79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300   

80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500   

81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700   

82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000   

83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300   

84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500   

85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700   

86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500    

87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800    

88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000    

89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200    

90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500    
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91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800    

92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000    

93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200    

94  299,400 347,400      

95  299,700 347,800      

96  300,100 348,200      

97  300,300 348,400      

98  300,600 348,800      

99  301,000 349,200      

100  301,400 349,500      

101  301,600 349,800      

102  301,900 350,200      

103  302,200 350,600      

104  302,500 351,000      

105  302,700 351,500      

106  303,000 351,900      

107  303,300 352,300      

108  303,600 352,700      

109  303,800 353,200      

110  304,200 353,600      

111  304,600 353,900      

112  304,900 354,200      

113  305,100 354,700      

114  305,300       

115  305,600       

116  306,000       

117  306,200       

118  306,400       

119  306,700       

120  307,000       

121  307,400       

122  307,600       

123  307,900       

124  308,200       

125  308,500       

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 等 

 
基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

基   準 

給料月額 

円 

 

 

192,000 

 

 

          

円 

 

 

219,500 

 

 

 

円 

 

 

260,000 

 

 

 

円 

 

 

279,700 

 

 

 

円 

 

 

294,900 

 

 

 

円 

 

 

320,600 

 

 

 

円 

 

 

362,700 

 

 

 

円 

 

 

396,200 

 

 

 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けていない全ての職員に適用する。ただし、第２８条第２項

に規定する職員を除く。 

- 10 -



 （新発田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 新発田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年新発

田市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３８０，０００」を「３９２，０００」に、「４２７，

０００」を「４４０，０００」に、「４７７，０００」を「４９２，０００」

に、「５３９，０００」を「５５５，０００」に、「６１５，０００」を「６

３４，０００」に、「７１８，０００」を「７４０，０００」に、「８３９，

０００」を「８６４，０００」に改める。 

  第８条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

⑴   第１条の規定による改正後の新発田市一般職の職員の給与に関する条

例別表第１の規定 令和６年４月１日 

⑵   第１条の規定による改正後の新発田市一般職の職員の給与に関する条

例第２３条第２項及び第３項並びに第２４条第２項の規定 令和６年１

２月１日 

⑶   第２条の規定による改正後の新発田市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例第７条第１項の規定 令和６年４月１日 

⑷   第２条の規定による改正後の新発田市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例第８条第２項の規定 令和６年１２月１日 

（令和６年１２月分の給与） 

３ 令和６年１２月分の給与については、第１条の規定による改正後の新発田

市一般職の職員の給与に関する条例（次項において「改正後の給与条例」と

いう。）又は第２条の規定による改正後の新発田市一般職の任期付職員の採
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用等に関する条例（次項において「改正後の任期付職員条例」という。）の規

定にかかわらず、第１条の規定による改正前の新発田市一般職の職員の給与

に関する条例（次項において「改正前の給与条例」という。）又は第２条の規

定による改正前の新発田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（次項

において「改正前の任期付職員条例」という。）の規定に基づいて支給するも

のとする。  

 （給与の内払） 

４ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合にお

いては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の任

期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条

例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払

とみなす。 

（規則への委任） 

５ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 
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議第５７号 

 

 

新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

 

 

 新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年新発田市条例第

７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「給料は、別表第１に定める給料表（以下「給料表」という。）

によるものとする」を「給料表については、新発田市一般職の職員の給与に関

する条例（昭和４８年新発田市条例第７号。以下本則において「給与条例」と

いう。）第３条第１項及び別表第１（定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員

の項職務の級、１級、２級及び３級の欄に限る。）の規定を準用する」に改め、

同条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

 第５条中「新発田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和４８年新発田市

条例第７号。以下「給与条例」という。）」を「給与条例」に改める。 

 第１０条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に

改める。 

 第１０条の２第２項中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に改め

る。 

 第２１条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１２２．５」を「１００

分の１２７．５」に、「１００分の１００」を「１００分の１０４」に改める。 

 第２１条の２第２項第１号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」

に改め、同項第２号中「１００分の２５」を「１００分の２６．２５」に改め

る。 

 附則に次の１項を加える。 

（新発田市一般職の職員の給与に関する条例別表第１に改正があった場合

の適用日） 

６ 新発田市一般職の職員の給与に関する条例別表第１に改正があった場合の
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会計年度任用職員への適用日については、その都度市長が定める。 

 別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田市会計年度任用職員の

給与等に関する条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日

から適用する。 

⑴ 改正後の第３条第１項及び第２項、第５条、附則第６項並びに別表の規

定 令和６年４月１日 

⑵ 改正後の第１０条第２項、第１０条の２第２項、第２１条第２項及び第  

 ２１条の２第２項の規定 令和６年１２月１日  

（令和６年１２月分の給与） 

２ 令和６年１２月分の給与については、改正後の新発田市会計年度任用職員

の給与等に関する条例の規定にかかわらず、改正前の新発田市会計年度任用

職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給するものとする。  

（給与の内払） 

３ 改正後の新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定を適用す

る場合においては、改正前の新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の新発田市会計年度任用職員

の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。  

（令和６年度における給与の差額の支給日） 

４ 新発田市一般職の職員の給与に関する条例別表第１並びに第１０条、第１

０条の２、第２１条及び第２１条の２の改正により生じた給与の差額の支給

日は、令和６年度に限り、令和７年１月３１日とする。 

（規則への委任）  

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 
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議第５８号 

 

 

           財産の取得の追認について 

 

 

次のとおり財産を取得したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第８号及び新発田市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年新発田市条例第１９号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 財  産  名  新発田市消防団員用雨衣 

２ 契 約 の 方 法  制限付一般競争入札 

３ 契 約 金 額  １９，４９１，８４０円 

４ 契 約 締 結 日  平成３１年４月１５日 

５ 納 品 期 限  令和２年３月２７日 

６ 契約の相手方  新発田市本町２丁目３番１８号 

           ファッションスペースリミコ 

           代表  齋藤 進 
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議第５９号 

 

 

           財産の取得の追認について 

 

 

次のとおり財産を取得したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第８号及び新発田市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年新発田市条例第１９号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 財  産  名  除雪車（１１ｔ級） 

２ 契 約 の 方 法  通常型指名競争入札 

３ 契 約 金 額  １４，４１４，４６０円 

４ 契 約 締 結 日  平成２９年４月２１日 

５ 納 品 期 限  平成２９年１１月３０日 

６ 契約の相手方  新潟市西区山田２３０７番地 

           コマツ建機販売株式会社関越カンパニー 

           社長  山口 真 
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議第６７号 

 

 

新発田市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例制定について 

 

 

 新発田市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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   新発田市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

 

 新発田市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例（平成１７年新発

田市条例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表五十公野コミュニティセンターの項及び川東コミュニティセンターの項

中「（祝日の場合は、翌日）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第６８号 

 

 

新発田市建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 新発田市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新発田市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 新発田市建築関係手数料条例（平成２１年新発田市条例第３５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項の表中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同表に備考として次のように加える。 

 備考 一の申請において、確認の特例以外の建築物のほかに、確認の特例で 

１２，０００円 

（建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８

号。以下「政令」という。）

第１０条第１号、第３号

及び第４号に掲げる建築

物（以下この項において

「確認の特例」という。）

の場合にあっては、８，

０００円） 

２２，０００円 

（確認の特例の場合にあ

っては、１５，０００円） 

３３，０００円 

（確認の特例の場合にあ

っては、２１，０００円） 

４４，０００円 

８，０００円 

１５，０００円 

２１，０００円 

３２，０００円 

「 

を に改め、 

「 

」 

」 
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ある建築物を含む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計した面 

積とし、確認の特例の場合以外の手数料の額とする。 

第３条を次のように改める。 

第３条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律

第５３号。以下「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項ただし書及び

建築物省エネ法第１２条第２項ただし書の国土交通省令で定める特定建築

行為のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号の規定による住宅の

確認申請手数料の額は、確認申請又は計画通知１件につき、前条第１項の手

数料の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の表右欄に掲げ

る手数料の額を加算した額とする。 

⑴ 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年

経済産業省・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１条第

１項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）のみの建築物で一戸建ての

住宅（以下「一戸建ての住宅」という。）の場合 

床面積の合計 手数料の額 

２００平方メートル未満のもの １８，０００円 

２００平方メートル以上のもの ２０，０００円 

 ⑵ 住宅部分のみの建築物で共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の

住宅（以下「共同住宅等」という。）の場合 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの ３３，０００円 

３００平方メートル以上で、２，０

００平方メートル未満のもの 

５５，０００円 

２，０００平方メートル以上で、５，

０００平方メートル未満のもの 

９５，０００円 
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５，０００平方メートル以上のもの １４２，０００円 

 第４条第１項中「第２条」を「前２条」に、「確認申請手数料」を「確認申請

手数料の額」に、「の手数料」を「の手数料の額」に改める。 

第５条第１項中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「次の表

に掲げるとおり」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の表右欄

に掲げる手数料の額」に改め、同項の表を削り、同項に次の２号を加える。 

⑴ 法第７条の３第４項又は法第１８条第２９項の規定による中間検査を受 

けた場合 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの １７，０００円 

（政令第１０条第１号、第

３号及び第４号に掲げる建

築物（以下この項において

「検査の特例」という。）の

場合にあっては、１３，０

００円)  

３０平方メートルを超え、１００平方メート

ル以内のもの 

２２，０００円 

（検査の特例の場合にあっ

ては、１６，０００円） 

１００平方メートルを超え、２００平方メー

トル以内のもの 

３０，０００円 

（検査の特例の場合にあっ

ては、２１，０００円） 

２００平方メートルを超え、５００平方メー

トル以内のもの 

４０，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

５０，０００円 
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１，０００平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

６７，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１５０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０

００平方メートル以内のもの 

２３９，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４６０，０００円 

備考 一の申請において、検査の特例以外の建築物のほかに、検査の特例

である建築物を含む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計し

た面積とし、検査の特例の場合以外の手数料の額とする。 

⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの １８，０００円 

（検査の特例の場合にあっ

ては、１４，０００円） 

３０平方メートルを超え、１００平方メート

ル以内のもの 

２３，０００円 

（検査の特例の場合にあっ

ては、１７，０００円） 

１００平方メートルを超え、２００平方メー

トル以内のもの 

３２，０００円 

（検査の特例の場合にあっ

ては、２３，０００円） 

２００平方メートルを超え、５００平方メー

トル以内のもの 

４２，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

５２，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００ ７１，０００円 
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平方メートル以内のもの 

２，０００平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０

００平方メートル以内のもの 

２４９，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４６９，０００円 

備考 一の申請において、検査の特例以外の建築物のほかに、検査の特例

である建築物を含む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計し

た面積とし、検査の特例の場合以外の手数料の額とする。 

第５条第２項中「前項」を「前項各号」に改める。 

第５条の次に次の１条を加える。 

第５条の２ 建築物省エネ法第１０条第１項の規定による建築物（法第６条の

４第１項第３号に掲げる建築物を除く。）の完了検査申請手数料の額は、完

了検査申請又は完了通知１件につき、前条第１項の手数料の額に、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の表右欄に掲げる手数料の額を加算し

た額とする（次項に規定する場合を除く。）。 

⑴ 一戸建ての住宅の場合 

床面積の合計 手数料の額 

２００平方メートル未満のもの １１，０００円 

２００平方メートル以上のもの １２，０００円 

 ⑵ 共同住宅等の場合 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの ２４，０００円 

３００平方メートル以上で、２，００

０平方メートル未満のもの 

４４，０００円 

２，０００平方メートル以上で、５， ８１，０００円 
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０００平方メートル未満のもの 

５，０００平方メートル以上のもの １２８，０００円 

⑶ 住宅部分以外のみの建築物（以下「非住宅建築物」という。）の場合 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの ２４，０００円 

（建築基準法施行規則（昭和２５

年建設省令第４０号）別紙の表の

用途が工場（自動車修理工場を含

む。）、危険物の貯蔵若しくは処理

に供するもの、水産物の増殖場若

しくは養殖場、倉庫業を営む倉庫、

倉庫業を営まない倉庫、卸売市場、

火葬場又はと畜場、汚物処理場、

ごみ焼却場その他の処理施設（以

下「工場等」という。）のみの場合

にあっては、９，０００円） 

３００平方メートル以上で、１，００

０平方メートル未満のもの 

３４，０００円 

（工場等のみの場合にあっては、

１５，０００円） 

１，０００平方メートル以上で、２，

０００平方メートル未満のもの 

４８，０００円 

（工場等のみの場合にあっては、

２４，０００円） 

２，０００平方メートル以上で、５，

０００平方メートル未満のもの 

１０３，０００円 

（工場等のみの場合にあっては、

７２，０００円） 

５，０００平方メートル以上で、１０， １５０，０００円 
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０００平方メートル未満のもの （工場等のみの場合にあっては、

１１３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上で、２

５，０００平方メートル未満のもの 

１８６，０００円 

（工場等のみの場合にあっては、

１４３，０００円） 

２５，０００平方メートル以上のもの ２２６，０００円 

（工場等のみの場合にあっては、

１７８，０００円） 

２ 住宅部分及び住宅部分以外の用途に供する建築物（以下「複合建築物」と

いう。）の場合における完了検査申請手数料の額は、完了検査申請又は完了

通知１件につき、前条第１項の手数料の額に、前項第２号に掲げる当該住宅

部分の手数料の額及び前項第３号に掲げる当該住宅以外の建築物の部分の

手数料の額を加算した額とする。 

第６条第１項中「前条」を「前２条」に、「完了検査申請手数料」を「完了

検査申請手数料の額」に、「の手数料」を「の手数料の額」に改め、同条第２項

及び第３項中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改める。 

第７条中「という。）」の次に「又は法第１８条第２８項の規定による特定工

程に係る工事の終了通知（以下「特定工程工事終了通知」という。）の検査」を、

「、中間検査申請」の次に「又は特定工程工事終了通知」を加え、同条の表中

「床面積の合計」を「検査対象となる床面積の合計」に改める。 

第８条第４４号の６中「建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以

下「政令」という。）」を「政令」に改め、同条第４６号ア及びウ並びに第４８

号ア及びウ中「一戸建て」を「一戸建ての住宅」に改め、同条第５２号ア（ア）

中「戸建住宅」を「一戸建ての住宅」に改め、同号ア（イ）中「共同住宅、長

屋その他の戸建住宅以外の住宅（以下この号及び第５４号において「共同住宅

ほか」という。）」を「共同住宅等」に改め、同号ア（イ）b 中「共同住宅ほか」

を「共同住宅等」に改め、同号ア(エ)中「住宅の用途及び住宅以外の用途に供
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する建築物(以下この号及び第５４号において「複合建築物」という。)」を「複

合建築物」に改め、「(ア)又は」を削り、同号イ（ア）中「戸建住宅」を「一戸

建ての住宅」に改め、同号イ（イ）中「共同住宅ほか」を「共同住宅等」に改

め、同号イ(エ)中「(ア)又は」を削り、同条第５４号ア（ア）中「戸建住宅」

を「一戸建ての住宅」に改め、同号ア（イ）中「共同住宅ほか」を「共同住宅

等」に改め、同号ア(エ)中「(ア)又は」を削り、同号イ（ア）中「戸建住宅」

を「一戸建ての住宅」に改め、同号イ（イ）中「共同住宅ほか」を「共同住宅

等」に改め、同号イ(エ)中「(ア)又は」を削り、同条第５６号本文中「建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。）第１２条第１項」を「建築物省エネ法第１１条第

１項」に、「同法第１３条第２項」を「建築物省エネ法第１２条第２項」に、「同

法第１２条第２項」を「建築物省エネ法第１１条第２項」に、「同法第１３条第

３項」を「建築物省エネ法第１２条第３項」に改め、「非住宅部分に係る」を削

り、「非住宅部分で次に掲げる評価方法（非住宅建築物の場合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。

以下この号及び第５９号において「基準省令」という。）第１条第１項第１号イ

の基準（以下この号、次号及び第５８号において「標準入力法等」という。）又

は非住宅建築物の場合で基準省令第１条第１項第１号ロの基準（以下この号、

次号及び第５８号において「モデル建物法」という。））ごとの」を「次に掲げ

る場合の区分に応じ、」に改め、「額を合算した」を削り、同号ただし書中「た

だし、」を「ただし、複合建築物の場合にあっては、イに掲げる当該手数料の額

に、ウに掲げる当該手数料の額を加算した額とし、」に、「第３７条」を「第３

２条」に、「同法第３４条第３項各号」を「建築物省エネ法第２９条第３項各号」

に、「第５９号（ウ）の表」を「第５９号アからウまでの場合」に、「第３５条

第１項」を「第３０条第１項」に改め、同号の表を削り、同号に次のように加

える。 

ア 一戸建ての住宅の場合 
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評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

基準省令第１条第１項

第２号イ⑴及び同号ロ

⑴の基準（以下この号

及び次号において「標

準計算法」という。） 

２００平方メートル未

満のもの 

３３，３００円 

２００平方メートル以

上のもの 

３６，８００円 

基準省令第１条第１項

第２号イ⑵若しくは基

準省令第１０条第２号

イ⑵及び基準省令第１

条第１項第２号ロ⑴又

は同号イ⑴及び同号ロ

⑵若しくは基準省令第

１０条第２号ロ⑵の基

準（以下この号及び次

号において「仕様・計

算併用法」という。） 

２００平方メートル未

満のもの 

２５，５００円 

２００平方メートル以

上のもの 

２７，９００円 

基準省令第１条第１項

第２号イ⑵及び同号ロ

⑵又は基準省令第１０

条第２号イ⑵及び同号

ロ⑵の基準（以下この

号及び次号において

「仕様基準」という。） 

２００平方メートル未

満のもの 

１８，０００円 

２００平方メートル以

上のもの 

２０，０００円 

  イ 共同住宅等の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 
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標準計算法 ３００平方メートル未

満のもの 

６５，２００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

メートル未満のもの 

１０６，１００円 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

１７７，８００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

２５３，１００円 

仕様・計算併用法 ３００平方メートル未

満のもの 

４９，２００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

メートル未満のもの 

８０，０００円 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

１３６，３００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

１９７，４００円 

仕様基準 ３００平方メートル未

満のもの 

３３，０００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

５５，０００円 
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メートル未満のもの 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

９５，０００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

１４２，０００円 

  ウ 非住宅建築物の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

基準省令第１条第１項

第１号イの基準（以下

この号及び次号におい

て「標準入力法等」と

いう。） 

３００平方メートル未

満のもの 

２１１，８００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２９，７０

０円） 

３００平方メートル以

上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

２６２，０００円 

（工場等のみの場合に

あっては、３６，８０

０円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

３３６，７００円 

（工場等のみの場合に

あっては、４７，６０

０円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

４７６，５００円 

（工場等のみの場合に

あっては、９９，９０

０円） 

５，０００平方メート ５８４，７００円 
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ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

（工場等のみの場合に

あっては、１４３，３

００円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

６８９，４００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１７４，９

００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

７８５，２００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２１４，１

００円） 

基準省令第１条第１項

第１号ロの基準（以下

この号及び次号におい

て「モデル建物法」と

いう。） 

３００平方メートル未

満のもの 

８６，８００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２６，２０

０円） 

３００平方メートル以

上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

１０７，６００円 

（工場等のみの場合に

あっては、３２，９０

０円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

１３９，２００円 

（工場等のみの場合に

あっては、４２，８０

０円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

２１９，５００円 

（工場等のみの場合に

あっては、９４，００
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の ０円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

２８３，７００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１３６，８

００円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

３３９，０００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１６７，７

００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

３９６，２００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２０５，８

００円） 

 第８条第５７号本文中「第１２条第２項」を「第１１条第２項」に、「同法第

１３条第３項」を「建築物省エネ法第１２条第３項」に改め、「非住宅部分に係

る」を削り、「次に掲げる評価方法（標準入力法等又はモデル建物法）ごとの」

を「次の場合に掲げる区分に応じ、」に改め、同号ただし書中「ただし、」を「た

だし、複合建築物の場合にあっては、イに掲げる当該手数料の額に、ウに掲げ

る当該手数料の額を加算した額とし、」に、「第６１号（ウ）の表」を「第６１

号アからウまでの場合」に改め、同号の表を削り、同号に次のように加える。 

ア 一戸建ての住宅の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

標準計算法 ２００平方メートル未

満のもの 

１６，７００円 

２００平方メートル以

上のもの 

１８，４００円 
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仕様・計算併用法 ２００平方メートル未

満のもの 

１２，８００円 

２００平方メートル以

上のもの 

１４，０００円 

仕様基準 ２００平方メートル未

満のもの 

９，０００円 

２００平方メートル以

上のもの 

１０，０００円 

  イ 共同住宅等の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

標準計算法 ３００平方メートル未

満のもの 

３２，６００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

メートル未満のもの 

５３，１００円 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

８８，９００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

１２６，６００円 

仕様・計算併用法 ３００平方メートル未

満のもの 

２４，６００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

メートル未満のもの 

４０，０００円 

- 44 -



２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

６８，２００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

９８，７００円 

仕様基準 ３００平方メートル未

満のもの 

１６，５００円 

３００平方メートル以

上で、２，０００平方

メートル未満のもの 

２７，５００円 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

４７，５００円 

５，０００平方メート

ル以上のもの 

７１，０００円 

  ウ 非住宅建築物の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

標準入力法等 ３００平方メートル未

満のもの 

１０５，９００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１４，９０

０円） 

３００平方メートル以

上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

１３１，０００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１８，４０
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０円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

１６８，４００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２３，８０

０円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

２３８，３００円 

（工場等のみの場合に

あっては、５０，００

０円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

２９２，４００円 

（工場等のみの場合に

あっては、７１，７０

０円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

３４４，７００円 

（工場等のみの場合に

あっては、８７，５０

０円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

３９２，６００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１０７，１

００円） 

モデル建物法 ３００平方メートル未

満のもの 

４３，４００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１３，１０

０円） 

３００平方メートル以 ５３，８００円 
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上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

（工場等のみの場合に

あっては、１６，５０

０円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

６９，６００円 

（工場等のみの場合に

あっては、２１，４０

０円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

１０９，８００円 

（工場等のみの場合に

あっては、４７，００

０円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

１４１，９００円 

（工場等のみの場合に

あっては、６８，４０

０円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

１６９，５００円 

（工場等のみの場合に

あっては、８３，９０

０円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

１９８，１００円 

（工場等のみの場合に

あっては、１０２，９

００円） 

第８条第５８号中「(平成２８年国土交通省令第５号)第１１条」を「第１３

条」に、「次に掲げる評価方法（標準入力法等又はモデル建物法）ごとの申請部

分の床面積に応じた」を「前号と同じ方法で算出した」に改め、同号の表を削

り、同条第５９号中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、「又は同
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法第４１条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合してい

る旨の認定」を削り、「次に掲げる評価方法（住宅の場合で基準省令第１条第１

項第２号イ⑴（i）及び同号ロ又は第１０条第２号イ及び同号ロの基準（以下「標

準計算住戸評価」という。）、住宅の場合で基準省令第１条第１項第２号イ⑴（ii）

及び同号ロ⑴の基準（以下「標準計算住棟評価」という。）、住宅の場合で基準

省令第１条第１項第２号イ⑵（i）及び同号ロ⑵の基準（以下「簡易計算モデル

住宅法」という。）、住宅の場合で基準省令第１条第１項第２号イ⑵（ii）及び

同号ロ⑵の基準（以下「簡易計算フロア入力法」という。）、住宅の場合で基準

省令第１条第１項第２号イ⑶及び同号ロ⑶の基準（以下「仕様基準」という。）、

非住宅建築物の場合で基準省令第１条第１号イ又は第１０条第１号イ⑴及び同

号ロ⑴の基準（以下この号及び第６１号において「標準入力法等」という。）又

は非住宅建築物の場合で基準省令第１条第１号ロ若しくは第１０条第１号イ⑵

及び同号ロ⑵の基準（以下この号及び第６１号において「モデル建物法」とい

う。））ごとの申請部分の床面積に応じた額を合算した額（次号に該当する場合

を除く。）」を「次に掲げる場合の区分に応じ、申請部分の床面積に応じた額（次

号に該当する場合を除く。）。」に改め、同号に次のただし書を加える。 

ただし、複合建築物の場合にあっては、イに掲げる当該手数料の額に、ウ

に掲げる当該手数料の額を加算する。 

第８条第５９号（ア）から（エ）までを削り、同号に次のように加える。 

ア 一戸建ての住宅の場合 

申請部分の床面積 手数料の額 

２００平方メートル未満のもの ３２，２００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、５，８００円） 

２００平方メートル以上のもの 

 

 

３５，８００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、５，８００円） 
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  イ 共同住宅等の場合（ただし、住宅部分のうち一の住戸以外の部分（以 

下この号及び第６１号において「共用部分」という。）を評価対象としな

い場合にあっては、申請部分の床面積に共用部分の床面積を含めないも

のとする。） 

申請部分の床面積 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの ６３，４００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、１０，０００円） 

３００平方メートル以上で、２，

０００平方メートル未満のもの 

１０７，６００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、２２，４００円） 

２，０００平方メートル以上で、

５，０００平方メートル未満のも

の 

１８０，２００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、４４，６００円） 

５，０００平方メートル以上のも

の 

２５６，５００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、７６，４００円） 

ウ 非住宅建築物の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

基準省令第１０条第１

号ロ⑴の基準（以下こ

の号及び第６１号にお

いて「標準入力法等」

という。） 

３００平方メートル未

満のもの 

２０５，７００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１０，

０００円） 

３００平方メートル以

上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

２５６，９００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１９，
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０００円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

３３４，５００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、２８，

４００円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

４７５，６００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、７６，

４００円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

５８４，９００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１１

８，４００円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

６９０，５００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１４

８，４００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

７８７，２００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１８

４，４００円） 

基準省令第１０条第１

号ロ⑵の基準（以下こ

の号及び第６１号にお

いて「モデル建物法」

という。） 

３００平方メートル未

満のもの 

７９，６００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１０，

０００円） 

３００平方メートル以 １０２，５００円 
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上で、１，０００平方

メートル未満のもの 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１９，

０００円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満のも

の 

１３５，２００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、２８，

４００円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満のも

の 

２１６，３００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、７６，

４００円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満の

もの 

２８１，１００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１１

８，４００円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未満

のもの 

３３６，９００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１４

８，４００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

３９４，６００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、１８

４，４００円） 

第８条第６０号中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「同法第３

５条第２項」を「建築物省エネ法第３０条第２項」に改め、同条第６１号中「第

３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「次に掲げる評価方法（標準計算住戸

評価、標準計算住棟評価、モデル建物法又は標準入力法等）ごとの申請部分の
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床面積に応じた額を合算した額（次号に該当する場合を除く。）」を「次に掲げ

る場合の区分に応じ、申請部分の床面積に応じた額（次号に該当する場合を除

く。）。」に改め、同号に次のただし書を加える。 

ただし、複合建築物の場合にあっては、イに掲げる当該手数料の額に、ウ

に掲げる当該手数料の額を加算する。 

第８条第６１号（ア）から（エ）までを削り、同号に次のように加える。 

ア 一戸建ての住宅の場合 

申請部分の床面積 手数料の額 

２００平方メートル未満のもの １６，１００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、２，９００円） 

２００平方メートル以上のもの １７，９００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、２，９００円） 

イ 共同住宅等の場合（ただし、共用部分を評価対象としない場合にあっ

ては、申請部分の床面積に共用部分の床面積を含めないものとする。） 

申請部分の床面積 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの ３１，７００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、５，０００円） 

３００平方メートル以上で、２，

０００平方メートル未満のもの 

５３，８００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、１１，２００円） 

２，０００平方メートル以上で、

５，０００平方メートル未満のも

の 

９０，１００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、２２，３００円） 
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５，０００平方メートル以上のも

の 

１２８，３００円 

（技術審査を行わない場合にあっ

ては、３８，２００円） 

ウ 非住宅建築物の場合 

評価方法 申請部分の床面積 手数料の額 

標準入力法等 ３００平方メートル未

満のもの 

１０２，９００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、５，

０００円） 

３００平方メートル

以上で、１，０００平

方メートル未満のも

の 

１２８，０００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、

９，５００円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満の

もの 

１６７，３００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、１

４，２００円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満の

もの 

２３７，８００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、３

８，２００円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満

のもの 

２９２，５００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、５

９，２００円） 

１０，０００平方メー ３４５，３００円 
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トル以上で、２５，０

００平方メートル未

満のもの 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、７

４，２００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

３９３，６００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、９

２，２００円） 

モデル建物法 ３００平方メートル

未満のもの 

３９，８００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、

５，０００円） 

３００平方メートル

以上で、１，０００平

方メートル未満のも

の 

５１，３００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、

９，５００円） 

１，０００平方メート

ル以上で、２，０００

平方メートル未満の

もの 

６７，６００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、１

４，２００円） 

２，０００平方メート

ル以上で、５，０００

平方メートル未満の

もの 

１０８，２００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、３

８，２００円） 

５，０００平方メート

ル以上で、１０，００

０平方メートル未満

１４０，６００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、５
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のもの ９，２００円） 

１０，０００平方メー

トル以上で、２５，０

００平方メートル未

満のもの 

１６８，５００円 

（技術審査を行わな

い場合にあっては、７

４，２００円） 

２５，０００平方メー

トル以上のもの 

１９７，３００円 

（技術審査を行わない

場合にあっては、９２，

２００円） 

第８条第６２号中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「同法第３

６条第２項」を「建築物省エネ法第３１条第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改

正規定（「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改める部分に限る。）、

第６条第２項及び第３項の改正規定、第７条の表の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の新発田市建築関係手数料条例の規定は、令和７年

４月１日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理し

たものに係る手数料については、なお従前の例による。 
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議第６９号 

 

 

新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

 

 

 新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例（平成３０年新発田市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表に次のように加える。  

旧米子小学校 新発田市真野原外１７７３番地 

旧藤塚小学校 新発田市藤塚浜４０６３番地３ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 旧米子小学校及び旧藤塚小学校の使用許可その他旧米子小学校及び旧藤塚

小学校の管理のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても 

 行うことができる。 
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議第７０号 

 

 

新発田市児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 新発田市児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新発田市児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

 

新発田市児童クラブ条例（平成１８年新発田市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表加治川児童クラブの項中「川口１２８番地１」を「上今泉３６６

番地１」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第７１号 

 

 

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、公

平委員会に係る事務について、妙高市が共同処理事務に加入することに伴い、

新潟県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

 

 

    令和６年１２月１２日提出 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 
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新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）の一部を

次のように変更する。 

別表第２の２の項及び３の項中「糸魚川市」の次に「、妙高市」を加える。 

  附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 67 -



- 68 -



議第７２号 

 

 

契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 工 事 名    大峰保育園改築（建築）工事 

２ 契 約 の 方 法    制限付一般競争入札 

３ 契 約 金 額    ４４８，８００，０００円 

４ 契約の相手方    新発田市三日市５３０番地４ 

 ４ 契約の相手方     成和建設株式会社 

 ４ 契約の相手方     代表取締役  渡邉 精一 
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議第７３号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  住吉コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市住吉町５丁目４番２５号 

住吉コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  渡辺 一比古 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第７４号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  五十公野コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市五十公野４９３０番地１ 

五十公野コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  小林 義春 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第７５号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  佐々木コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市則清９５６番地１ 

佐々木コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  佐藤 武男 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第７６号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 85 -



- 86 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  御幸町ふれあいコミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市御幸町３丁目１１番９号 

御幸町ふれあいコミュニティセンター管理運営委員会 

会長  栗原 祥 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第７７号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  猿橋コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市住吉町１丁目７番１７号 

猿橋コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  佐藤 友作 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第７８号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 
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記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  菅谷コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市菅谷３３５０番地 

菅谷コミュニティセンター運営委員会 

会長  渡辺 昭雄 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 95 -



- 96 -



議第７９号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 97 -



- 98 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  加治川コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市下小中山１１０７番地 

特定非営利活動法人加治川コミュニティ 

代表理事  中野 康平 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 99 -



- 100 -



議第８０号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 101 -



- 102 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  七葉コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市三日市８６２番地 

七葉コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  小山 政好 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 103 -



- 104 -



議第８１号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 105 -



- 106 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  川東コミュニティセンター 

２ 指定管理者 

  新発田市下羽津１９０８番地 

川東コミュニティセンター管理運営委員会 

会長  石井 史洋 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 107 -



- 108 -



議第８２号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 109 -



- 110 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  東豊コミュニティ防災センター 

２ 指定管理者 

  新発田市豊町４丁目８番３０号 

東豊コミュニティ防災センター管理運営委員会 

会長  本間 紀夫 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

- 111 -



- 112 -



議第８３号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 113 -



- 114 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  寺町たまり駅 

２ 指定管理者 

  新発田市荒町甲１５２１番地 

  株式会社花安 

  代表取締役  渡邊 安之 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 115 -



- 116 -



議第８４号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 117 -



- 118 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  米倉農村環境改善センター 

２ 指定管理者 

  新発田市米倉１４１９番地 

  米倉自治会 

  会長  石木 正利 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 119 -



- 120 -



議第８５号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 121 -



- 122 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  松浦農村環境改善センター 

２ 指定管理者 

  新発田市法正橋６７６番地 

  松浦農村環境改善センター運営委員会 

  会長  湯浅 孝広 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 123 -



- 124 -



議第８６号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 125 -



- 126 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  新発田市農村婦人の家 

２ 指定管理者 

  新発田市滝谷５７８０番地１ 

  滝谷区 

  区長  阿部 庄三 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 127 -



- 128 -



議第８７号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 129 -



- 130 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  有機の里交流センター 

２ 指定管理者 

  新発田市米倉２３０６番地１ 

  有機の里交流施設運営協議会 

  会長  遠藤 登 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 131 -



- 132 -



議第８８号 

 

 

公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定する。 

 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

 

新発田市長  二階堂   馨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 133 -



- 134 -



記 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  米倉ふれあい農園 

２ 指定管理者 

  新発田市米倉２３０６番地１ 

  有機の里交流施設運営協議会 

  会長  遠藤 登 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

- 135 -



- 136 -


